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効率的に京都ターゲットを達成するにはどうしたら良いか？

Issue 1
現温暖化対策推進大綱の有効性

Issue 3
日本のベストな京都メカニズム利用戦略

Issue Analysis

Issue 2
現温暖化対策推進大綱の追加対策



Ｉｓｓｕｅ １ 温暖化推進大綱の有効性

現温暖化推進大綱による京都ターゲット達成は可能か？

可能 不可能

経済的手法 その他

京都メカニズム活用戦略

対策の継続
（京都メカニズム利用量は現大綱通

り

Ｉｓｓｕｅ ２ 現温暖化対策推進大綱

現温暖化対策推進大綱を重視する

規制的手法 自主的取組強化

ポリシーミックス

現対策＋追加対策



温暖化対策推進大綱によって京都議定書にお
ける目標を達成できるのか？

2008-2012年の平均値において1990年比で温
室効果ガスを6％削減する

日本は地球温暖化対策推進大綱を策定し、

6％削減を目指している。しかし、この大綱を

推進することで目標達成は可能なのだろうか？

目標



地球温暖化対策推進大綱の課題

対策の実効性、確実性に関する問題

１６％現時点では実用段階ではなく、今後の技術開発等に
依存

１５％基本的に啓発が主で効果は利用者に依存

９％普及促進策（優遇税制や補助金）が行われている

４１％定量的基準と普及促進策がある。又は自主的取組
が行われている。

１９％定量的基準が法的に担保されている

対策の構成比

中央環境審議会地球温暖化防止対策の在り方の検討に係る小委員会



地球温暖化対策推進大綱の現状と課題①

（ 中央環境審議会目標達成シナリオ小委員会）

＊計画ケース・・・確実性の高い政策・対策の実施を前提に予測したケース
計画ケース１は原発１３基増設、計画ケース２は原発７基増設を想定。



地球温暖化対策推進大綱の現状と課題①

• 計画ケース２を考えると、

2010年に90年比で8%の増加

この予測に基づけば、6%削減に向けて14％

の追加的な削減が必要になる。

地球温暖化対策推進大綱の実効性を高める為
に追加的な制度導入を検討する必要がある。



地球温暖化対策推進大綱の見直し

• 2004年に、現在の大綱の評価・見直し
2005年からの第２ステップにおいて見直しに基づく
対策・施策の実施

環境省中央環境審議会において検討されてきた環
境税の導入、国内排出権取引の導入が実際に検討
されている。
→検討課題①

実効性を高める為にどのような政策を導入す
べきか？
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京都ターゲット達成の内訳

－6.0%合計

＋2.0%代替フロン等3ガスの排出抑制対策

－0.5%非エネルギー起源の排出削減対策

－1.6%京都メカニズム

－3.9%吸収源

－2.0%革新的技術開発及び国民各界各層の活
動

0%エネルギー起源ＣＯ２

排出削減対策

内訳



日本の京都メカニズム活用量は妥当か

（産業構造審議会環境部会地球環境小委員会）

国内の限界削減費用＞京都メカニズム活用の限界削減費用と

なる可能性が高い日本にとっては、京都メカニズム利用量の増

加はコストを低下させるうえで重要となる可能性が高い



日本の京都メカニズム活用量は妥当か

しかし、～京都メカニズムは国内対策に対して、
補完的 (supplemental to domestic action）

でなければならない～
実際に現在の大綱における利用量（1.6%）が

大幅に増加する見込みは薄い

1.6%の京都メカニズム活用を効率的に達成する必
要がある。

検討課題②

日本の京都メカニズム活用戦略はどうあるべきか？
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現温暖化対策推進大綱現状と問題点



京都ターゲット達成の内訳

－6.0%合計

＋2.0%代替フロン等3ガスの排出抑制対策
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温室効果ガス総排出量の推移



エネルギー ６，６％減

廃棄物 ４４，７％増



各部門の削減目標

△17%▲2%▲7%

運輸部門民生部門産業部門



産業部門



産業部門の対策

経団連自主行動計画が中心となっている

・１９９６年１２月策定、３６業種、１３７団体参加

・現在４３業種、フォローアップ参加は３４業種（産業界の７７％をカバー）

・目標‘２０１０年の二酸化炭素排出量を１９９０年度比±０％以下に抑制（２００１年ー３，
２％）



民生部門



エネルギー ６，６％減

廃棄物 ４４，７％増





家庭部門のＣＯ２増加要因

機器のエネルギー効率向上が図られるも、一

方でエネルギー使用量の増加（世帯数の増加

と一世帯あたりのエネルギー消費量の増加）と

機器の普及により、家庭部門のＣＯ２排出量は

２０００年で２０，４％増加した。







業務部門のＣＯ２増加要因

家庭部門同様、機器のエネルギー効率向上が

図られるも、一方で床面積の増加が要因となり

エネルギー消費量は２０００年度で２２，２％増

加した。



運輸部門



運輸部門





運輸部門のＣＯ２増加要因

トップランナー方式により自動車燃費の向上は

見られたが、自動車保有台数（特に大型車）の

増加等でエネルギー使用量が増加し、ＣＯ２排

出量が増加した。



出所 中央環境審議会 企画政策部会



出所 中央環境審議会 企画政策部会



民生・運輸部門における今後の対策

• 個々の対策に見込まれている削減効果の確
実性を高めるための措置の導入

• 最終的に目標の遵守を担保するための法的
な仕組みの導入

が求められる。
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出所 中央環境審議会 企画政策部会



出所 地球温暖化防止のための税のあり方検討会





炭素税導入の際の産業部門への措置

• 産業部門は経団連自主行動計画に基づき、行動を
進めている。

自主行動計画により２００１年度に９０年比で

－3.2％削減を達成している。

・国際競争力の確保も重要である。

自主行動計画に参加している企業・業種に厳しい炭
素税を課すことは望ましくない



産業部門に対する措置

しかし、経団連の自主行動計画は法的に担保された
措置ではない。故に、経済活動の拡大や産業構造
転換に伴い目標不達成のリスクがある。

①目標を確実に達成する為に、企業・政府間で目標
達成に向けた協定を結ぶ政策を取る

②費用効果的に目的を達成する為に、協定を結んだ
企業の排出権取引の制度も認める



企業・政府間の協定に関する課題

政府と企業が協定を結ぶ際に、自主行動計画
の目標を利用する場合に、

目標値が総排出量で決まっている企業・業界

エネルギー効率で決まっている企業・業界が

ある。

お互いの目標に互換性を持たせ
る必要がある

イギリスでは同様の課題をゲートウェイ方式に
よって解決した実績がある
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国際排出権取引の不確実性

• ERU/CERの総供給量が不透明で排出権価格が不
確定

• もしアメリカが第二約束期間以降に京都議定書に復
帰すれば国際排出権取引価格が上昇する

• AAU（初期割当量）は第二約束期間以降への繰り
越し（バンキング）が全量可能であるというルールを
ホットエアー供給国が活用する可能性がある

このような不確実性から日本が国際排出権取
引にのみ大きく依存するのはリスクが大きい

JI/CDMのクレジットを獲得し

リスクヘッジする必要性



オランダのＥＲＵＰＴ・ＣＥＲＵＰＴ
制度



オランダのＥＲＵＰＴ・ＣＥＲＵＰＴ制度
の概要

• 削減目標 －６％

※ＢＡＵシナリオでの20１0年の排出量は1990
年比＋20％

→合計で２６％の削減が必要

（必要削減量年間４０００万トン）

→このうち半分を京都メカニズムにより達成

→ＥＲＵＰＴ／ＣＥＲＵＰＴ制度



オランダのＥＲＵＰＴ・ＣＥＲＵＰＴ制度
の概要

• 世界中からＣＤＭやＪＩのクレジットをオランダ
政府が入札により購入する制度

ＥＲＵＰＴ・・・ＪＩにより発生するクレジット（ＥＲ
Ｕ）を購入するための制度（2000～）

ＣＥＲＵＰＴ・・・ＣＤＭにより発生するクレジット
（ＣＥＲ）を購入するための制度（2001～）



オランダのＥＲＵＰＴ・ＣＥＲＵＰＴ制度の概要

COP8の意義と課題



オランダのＥＲＵＰＴ・ＣＥＲＵＰＴ制度の概要

5.5EUR/t-CO2以下を期待2～5EUR/t-CO2程度を期

待
予定落札価格

2008-2012年に10万t-CO2
以上のCERを調達可能なプ

ロジェクト

・吸収源事業は対象外
・ホスト国の持続可能な開発
に資することが条件

植林・再植林事業も対象

非附属書I国

環境省

CERUPT

2008-2012年に50万t-CO2
以上のERUを調達可能なプ
ロジェクト

調達規模

・対象分野は、エネルギー関連、運輸・交通、廃棄物処理
・全GHG〔6ガス〕が対象となる

対象プロジェクト

附属書I国（中東欧諸国を想
定）

対象国

経済省担当省庁

ERUPT



オランダＥＲＵＰＴ／ＣＥＲＵＰＴの背景

• エネルギー税・自主協定は既に導入済み

2010年におけるオランダのBAUの温室効果ガ

ス排出量は1990年比で大幅に増加（＋20％）

国内対策による排出削減限界コストも高い

※国内対策の限界費用→68ドル/CO2
京都メカニズム利用の場合の限界費用→１５ドル

参照・「温暖化対策としてのクリーン開発メカニズムを巡る国際情勢と日本対応」山口先生



オランダＥＲＵＰＴ／ＣＥＲＵＰＴの背景

• 民生運輸部門のCO２排出量増大

産業部門に過大な削減を求めるは政治的にも

経済的にも合理的でない



オランダＥＲＵＰＴ／ＣＥＲＵＰＴの実績

• ERUPT 現在まで２回の入札

ERUPT1(2000.5) 300万トン/CO2獲得

ERUPT2(2002.12) 500万トン/CO2獲得

→調達目標量4000万トンに対し800万トン

※2003～ERUPT3進行中

• CERUPT 現在まで１回の入札（2001･11）

CERUPT1(2001.11) 2000万トン獲得

→調達目標量8000万トン



オランダＥＲＵＰＴ／ＣＥＲＵＰＴの実績

• 平均落札価格

ＥＲＵＰＴ１ 8.75EUR/t-CO2
ＥＲＵＰＴ２ 4.76EUR/t-CO2
ＣＥＲＵＰＴ１ 4EUR（予定）

※１EUR＝約120円ぐらい

• プロジェクト実施国

ERUPT･･･ルーマニア、ポーランド、チェコ、

ハンガリーなど

CERUPT（候補）･･･ブラジル、中国、インド、
パナマなど



オランダの特徴～日本と比較

・京都メカニズム利用の財源を政府の予算でま
かなう

・国内対策の限界費用と京都メカニズム利用の
場合の限界コストが一応試算されている

→日本は公表されていない

・議定書の目標達成に必要な削減量の半分
（1990年比３％分）を京都メカニズムでまかな
う

→日本は1.6％



世界銀行のPCF制度



PCF制度とは？

• 世界銀行が行っているプロトタイプ炭素基金
（Prototype Carbon Fund）

• 1999年7月20日に設立

目的

☆排出権取引市場の形成の促進

☆京都議定書の発効の促進

☆開発途上国の発展への貢献



PCFの仕組み

出資者

PCF

ホスト国での削減プロジェクト

出資 クレジット

出資

クレジット

クレジット

審査機関
（審査、認証）審査委託



出資者

• 公的部門（カナダ、オランダ、フィンランド、ノ
ルウェー、スウェーデン各政府、日本JBIC）

• 民間企業（日本国内では、東京・東北・中部・
中国・四国・九州電力、三井物産、三菱商事、
他に海外の企業も含めて計17社）



出資金

• まず、参加するために政府はUS$1,000万、企業は
US$500万を支払う

• 上限をUS$15,000万とし、2012年12月に終了予定

• 現在まで提供された資金総額はUS$1.45億（2002
年7月）

• 1事業への投資額は、基金総額の2-10％

• 1ホスト国への投資額は、基金総額の20％以下



ホスト国およびプロジェクト数

• 参加ホスト国→39ヶ国

• ただし、ロシア、インドネシア、ペルーなど
の国にはレビュー中

• 2012年の活動終了予定までに25～30件

のプロジェクト実施を計画

• 現在までに中南米を中心に15のCDMプロ
ジェクトが承認、内13が事業開始またはホ

スト国との協定締結



プロジェクト例

ガス地域熱供給プラント
建設（熱供給システムの

効率改善）

バイオマス熱供給（石炭
の代替）

病院における熱供給シス
テムの効率改善

チェコ

地熱・地域熱供給プラント
建設（熱供給システムの

効率改善）
ポーランド

小水力発電所の建設（ディーゼル発電の代替）ウガンダ

小水力発電所の建設（石炭・天然ガスの代替）チリ

銑鉄生産への木炭使用（石炭・コークスの代替）ブラジル

廃棄物処理場でのメタン回収・発電ラトビア

プロジェクト概要実施国



プロジェクトの地域、種類

出所）PCF2001年次報告書より野村総合研究所作成



クレジット

• 削減できた温暖化ガスについて投資額ごとに
投資者にクレジット

• 目標削減コストは$3/t-CO2
• 2002年時点では$4/t-CO2
• 2010年には10ドル程度と予測が多い

「地球温暖化対策としての排出権取引制度と排
出権市場」松尾直樹著



ERUPT/CERUPTとPCFの比較

理想は$3/t-CO2
現在は$4/t-CO2
2010年には$10/t-CO2

ＥＲＵＰＴ１ 8.75EUR/t-CO2
ＥＲＵＰＴ２ 4.76EUR/t-CO2
ＣＥＲＵＰＴ１ 4EUR/t-CO2（予定）

金
額

・投資金額にリミットがある

・技術移転がなされない

・キャパシティービルディングと取
引コストが大幅に必要

短
所

・低価格でクレジットが入手可能

・CDMが行いやすい

・市場価格で調達できれば国全体
のコストが節約できる

・国独自のプロジェクト選定基準が
実行可能

長
所

世銀ＰＣＦ
ＥＲＵＰＴ/ＣＥＲＵＰＴ

（クレジットのみ買い上げ）


